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この本の活用にあたって

埼玉県ケアラー支援条例では、学校を含むヤングケアラーと関わる教育に関する業務を行う関係機関の役割を次の
ように定めています。

つまり学校ではヤングケアラーを早期に発見しその実態を把握するとともに、その相談支援及び適切な支援機関へ
のつなぎを行うことが求められています。

ヤングケアラーについては、児童が自身がヤングケアラーであると認識していなかったり、誰に相談してよいかわ
からなかったり、そもそも相談相手がいなかったりするなどして顕在化しにくかったり、孤立化してしまったりする
といった実態があります。

そこで、ヤングケアラー本人はもとより、周りの生徒や教職員の理解の促進のため、県福祉部地域包括ケア課がヤ
ングケアラーハンドブック「ヤングケアラーってなに？」を作成いたしました。
県教育委員会といたしましても、本ハンドブックの参考資料を作成いたしましたので御活用ください。

1 ヤングケアラーと関わる教育に関する業務を行う関係機関は、その業務を通じて日常的にヤング
ケアラーに関わる可能性がある立場にあることを認識し、関わりのある者がヤングケアラーである
と認められるときは、ヤングケアラーの意向を尊重しつつ、ヤングケアラーの教育の機会の確保の
状況、健康状態、その置かれている生活環境等を確認し、支援の必要性の把握に努めるものとする。

2 ヤングケアラーと関わる教育に関する業務を行う関係機関は、支援を必要とするヤングケアラー
からの教育及び福祉に関する相談に応じるとともに、ヤングケアラーに対し、適切な支援機関への
案内又は取次ぎその他の必要な支援を行うよう努めるものとする。



本資料の見方
ページのねらいを

タイトルで示しました。

補足説明を青
枠の吹き出し
で記載してい
ます。

指導のポイントを
「Point」で示し
ました。



「ヤングケアラー」について知ろう①

ヤングケアラーがど
んな役割を担ってい
るかの例示です。こ
こにある以外にも

“日常的に”家族
等のお世話をしてい
たらヤングケアラー
と考えられます。

Point
“日常的に”という部分
をしっかりと押さえてお
くことで、家庭での自分
の役割として担っていて、
苦しさを感じている児童
への啓発となると同時に、
お手伝いとの違いが明確
になります。

Point

“大人がするような家
事や家族の世話”の捉
え方は、児童の家庭環境
や発達の段階などにより
個人差があります。共通
の基準などを決めずに、
それぞれの考え方を尊重
します。

このページでは、

“ケア”という言
葉がどのようなこと
を示しているのかが
わかるようにします。
そのケアをしている
人がケアラーで、ケ
アラーの内１８歳未
満の人がヤングケア
ラーとされています。



「ヤングケアラー」について知ろう②

ケアの対象となる人
や、その内容は様々
です。また、ケアを
している理由も様々
です。
この「様々である」
ことを理解すること
が大切です。

Point
ヤングケアラーの担っ
ているケアの内容は多
様です。ヤングケア
ラーか否かの線引きを
させるのではなく、多
様であることを理解し、
先入観を持ったり、相
手のことを決めつけた
りさせないことが重要
です。
【参考資料】
図表２－１、３－１

Point
自分自身の生活と家族
のお世話のバランスを
保てているヤングケア
ラーもいます。その一
方で、負担が大きく
なってしまっているヤ
ングケアラーもいます。
友達が悩みを抱えてい
たら自分自身には何が
できるのか考えさせる
ことで、ヤングケア
ラーの孤立や孤独化の
防止となります。

ケアの負担などもあ
りますが、ここでは
「相談相手がいな
い。」など、ヤング
ケアラーの孤立・孤
独化について目を向
けさせ、下段の「自
分にできること」を
考える活動に結びつ
けます。



【参考資料 図表２－１ 図表３－１】

埼玉県ヤングケアラー実態調査



相談について

Point
困った時に相談できる
人がたくさんいること
を伝え、普段から困っ
た時に頼れる相手を見
つけておくようにする。

相談をすること自体
に大きなハードルを
感じる児童もいます。
スクールソーシャル
ワーカーやスクール
カウンセラー、児童
委員や民生委員など
をゲストティー
チャーとして授業で
活用するなど児童と
接点をもたせること
も考えられます。
また、１１ページの
相談先一覧も併せて
御紹介ください。



伝えたい事カード

Point
６ページ、７ページの
活動が終わった後に説
明してください。
家族のことなどで悩み
を抱えた時、相談しよ
うかどうか迷ったとき
には記録しておき、相
談しようと思ったとき
に、相手に渡すなどし
て活用できます。

悩みごとの記録にな
るので、授業など他
人の目につく場所で
の活用はしないでく
ださい。自分が使っ
てみようかなと思っ
たときに使えるよう
に、持ち帰ってから
使うように指示しま
す。



相談先

Point
相談先についての情報
提供です。
児童への情報提供や、
相談を受けた際の案内
窓口として活用してく
ださい。



指導案の例になります。
授業づくりの参考に御活
用ください。


